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建 設 常 任 委 員 会 会 議 概 要

１．会議日時

平成２２年１０月２７日（水）午前１０時　３分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１０時４４分　閉会　　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 山本靖一  副委員長 大澤千恵子 委　　員 藤浦雅彦
委　　員 木村勝彦  委　　員 原田　平 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正
都市整備部長　小山和重 土木下水道部長　宮川茂行
水道部長　中岡健二 同部次長兼工務課長兼浄水課長　原　正己
同部参事兼営業課長　東角泰典　　総務課長　東田眞介 　

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局書記　田村信也

１．審査案件（審査順）
認定第１号　平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
認定第６号　平成２１年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件
認定第２号　平成２１年度摂津市水道事業会計決算認定の件
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（午前１０時３分　開会）

○山本靖一委員長　ただいまから建設常

任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、藤浦委

員を指名します。

　認定第２号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　中岡部長。

○中岡水道部長　それでは、認定第２号、

平成２１年度摂津市水道事業会計決算認

定の件につきまして、目を追って主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。

　それでは、決算書に基づき、その内容

をご説明申し上げます。

　まず、１２ページの事業の概況の中で

記載いたしておりますが、平成２１年度

の年間総配水量は１，１３４万７，１６

０立方メートルで、前年度に比べ９万１，

０９０立方メートルの減少、年間総有収

水量は１，０４４万５，０７３立方メー

トルで、前年度に比べ２７万５，８７０

立方メートルの減少となっております。

　この主な要因といたしましては、景気

が悪化していることや、需要者の節水意

識が定着しているためと考えております。

　水源別配水量につきましては、別表１

に記載いたしておりますように、自己水

の割合は前年度に比べ０．１ポイント低

下し、３２．１％、３６３万９，２２０

立方メートル、大阪府営水は０．１ポイ

ント上昇し、６７．９％、７７０万７，

９４０立方メートルとなっております。

　また、１立方メートル当たりの給水原

価につきましては、１３ページの別表２

に記載いたしておりますように、前年度

に比べ２．１％、３円８９銭上昇の１９

０円９２銭、供給単価につきましては１．

８％、３円６５銭低下の２０４円４０銭

となっております。

　続きまして、２２ページからの収益費

用明細書でございますが、同明細書は税

抜き金額で表示いたしております。

　収益では、款１、水道事業収益、項１、

営業収益、目１、給水収益は、前年度に

比べ９，５５８万４，６２６円減少の２

１億３，４９４万１，１４２円となって

おります。これは、景気の悪化などによ

り、前年度に比べて水需要が減少したこ

とによるものでございます。

　目２、受託工事収益は、前年度に比べ

８１１万５６２円減少の１，５６５万２，

０５５円となっております。これは、南

千里丘のまちづくりに伴う受託工事収益

が減少し、さらに公共下水道事業におけ

る移設受託工事収益もなかったことによ

るものでございます。

　目３、その他営業収益は、前年度に比

べ４８万８，５５０円増加の８８４万４，

９５５円となっております。これは、マ

ンション等の新築及び建てかえなどの住

宅開発に伴う設計審査や、工事検査の手

数料が増加したことなどによるものでご

ざいます。

　目４、受託事業収益は、前年度に比べ

４９６万９，９７３円減少の３，４７０

万５，６０５円となっております。これ

は、下水道料金徴収受託料の算定基準の

内容を精査したことにより減少したもの

でございます。

　次に、項２、営業外収益、目２、受取

利息及び配当金は、前年度に比べ２８０

万１３９円減少の８５７万８，０１９円

となっております。これは、摂津市都市

開発公社への貸付金や、定期預金の金利

低下によるものでございます。

　目３、土地物件収益は、前年度と同額

の３１７万２，７５０円となっておりま

す。これは、消防庁舎、鳥飼送水所ゲー

トボール場の土地使用料及び太中浄水場
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ゲートボール場の施設使用料でございま

す。

　目４、雑収益は、前年度に比べ６５万

１，３３０円増加の１０５万９，６６３

円となっております。これは、給与及び

賞与の過払い金による返還金があったこ

となどによるものでございます。

　目５、納付金は、前年度に比べ３１１

万２，５００円減少の６，３３７万５，

０００円となっております。これは、住

宅開発などに伴う給水装置の新設や、口

径変更に伴う納付金が減少したことによ

るものでございます。

　目７、他会計負担金は、前年度に比べ

９６万５，５１８円増加の２，３０８万

２，０７９円となっております。これは、

水道料金の福祉減免相当額を一般会計か

ら負担金として収入したもの及び下水道

使用料に係るＯＡシステム関係費用を、

下水道事業特別会計から負担金として収

入したものでございます。

　続きまして、２３ページからの費用に

つきまして、ご説明申し上げます。

　款１、水道事業費用、項１、営業費用、

目１、原水・浄水及び送水費は、前年度

に比べ２，２７５万３，３１６円減少の

９億７，１７５万６，６２５円となって

おります。これは、太中浄水場や送水所

の運営に係る人件費、維持管理費、動力

費、大阪府営水道の受水費などで、減少

の主な理由といたしましては、人件費や

動力費、受水費などが減少したことによ

るものでございます。

　２３ページから２４ページにかけての

目２、配水・給水費は、前年度に比べ２，

０１０万５，２２８円増加の１億６，６

４８万３，２７２円となっております。

これは、人件費のほか、夜間及び閉庁日

における修繕業務の委託及び漏水調査、

耐震調査の委託、水道管漏水による修理、

給水管の切り替え工事などの費用で、増

加の主な理由といたしましては、平成２

２年４月１日の水道部の機構改革に伴い、

人件費や検定満期量水器取替業務に係る

委託料などが増加したものでございます。

　目３、受託工事費は、前年度に比べ１，

６４０万５，７８０円減少の２，１６０

万６，１２６円となっております。これ

は、人件費のほか、給配水管布設受託工

事や、受託修繕に伴う給水装置の修理費

や材料費などで、減少の主な理由といた

しましては、人件費や工事請負費などが

減少したものでございます。

　２４ページから２５ページにかけての

目４、業務費は、前年度に比べ２，１３

０万３，９７６円減少の１億１，２１０

万２，３１７円となっております。これ

は、人件費のほか、検針業務等に係る委

託料などで、減少の主な理由といたしま

しては、機構改革に伴い人件費や委託料

などが減少したものでございます。

　２５ページの目５、総係費は、前年度

に比べ４，４５６万６，３５７円増加の

２億６，７０６万５，４７４円となって

おります。これは、人件費のほか、中央

送水所施設管理業務や、ＯＡ機器の保守、

電子複写機等の借り上げ、郵送料などの

一般部局への負担金、その他、水道事業

運営に係る一般管理的な費用で、増加の

主な理由といたしましては、退職給与金

などが増加したものでございます。

　２５ページから２６ページにかけての

目６、減価償却費は、前年度に比べ１，

９２０万４，５４０円減少の３億４，３

９５万７，５８３円となっております。

この減少の主な理由といたしましては、

構築物などに係る減価償却費は増加した

ものの、機械及び装置、工具・器具及び

備品に係る減価償却費が減少したことに

よるものでございます。
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　目７、資産減耗費は、前年度に比べ２

９万３，８２９円増加の２７７万５，２

１５円となっております。これは、老朽

化に伴い、量水器やパソコン、車両など

の有形固定資産の処分を行ったものでご

ざいます。

　項２、営業外費用、目２、支払利息及

び企業債取り扱い諸費は、前年度に比べ

１，３４４万７，８０５円減少の１億２，

７８６万８，２１６円となっております。

これは、平成２０年度までに借り入れた

企業債に係る支払利息でございます。

　目５、雑支出は、前年度に比べ７６万

６１６円増加の２１６万２，７６８円と

なっております。これは、水道料金過年

度還付金などでございます。

　項３、特別損失、目１、特別損失は、

前年度に比べ１７３万９，０５５円増加

の１，１４５万６８０円となっておりま

す。これは、転出先不明や企業倒産等に

よる水道料金等の徴収不能分を、過年度

損益修正損として処分したものでござい

ます。

　続きまして、資本的収入支出明細書に

つきまして、ご説明申し上げます。

　収入の款１、資本的収入、項１、企業

債、目１、企業債は、前年度と同額の３，

０００万円となっております。これは、

前年度に引き続き、配水管整備事業を実

施するために借り入れた企業債でござい

ます。

　項２、工事負担金、目１、工事負担金

は、前年度に比べ１１６万円減少の８７

万円となっております。これは、消火栓

３か所設置に係る工事負担金収入でござ

います。

　項３、貸付金、目１、貸付金は、前年

度と同額の５億円となっております。こ

れは、平成２１年３月３１日に摂津市都

市開発公社へ６か月更新で貸し付けた５

億円が、期間満了により一旦返還された

ものとして会計上の処理を行ったもので

ございます。

　次に、２６ページから２７ページの支

出でございます。

　款１、資本的支出、項１、建設改良費、

目１、施設改修費は、前年度に比べ４，

９７１万９，０００円増加の１億３８０

万７，０００円となっております。これ

は、太中浄水場等の浄水送水施設の改修

については、中長期的な計画に基づいて

実施しており、平成２１年度は電機計装

設備更新工事や、急速沈殿池設備更新及

び耐震化工事を行ったものでございます。

　目３、固定資産取得費は、前年度に比

べ２，６５３万７，８７７円減少の１，

７７５万８，９５６円となっております。

この主な理由としましては、ＯＡシステ

ム機器や水質分析機器の更新費用などが

減少したものでございます。

　目６、配水管整備事業費は、前年度に

比べ９９万９，３２４円増加の１億３，

８０９万７，８４７円となっております。

この主な理由としましては、人件費など

は減少したものの、工事請負費が増加し

たものでございます。

　項２、企業債償還金、目１、企業債償

還金は、前年度に比べ３，８８９万７，

４２３円減少の３億３３６万８，５１５

円となっております。これは、平成１５

年度までに借り入れた企業債の元金償還

金で、減少の主な理由は、公的資金補償

金免除繰上償還制度に基づく繰上償還が

なくなったことによるものでございます。

　項３、貸付金、目１、貸付金は、前年

度と同額の５億円となっております。こ

れは、摂津市都市開発公社へ６か月更新

で貸し付けを行ったものでございます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。
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○山本靖一委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　原田委員。

○原田平委員　質問をさせていただきま

す。

　まず、不納欠損の状況でございますが、

事業年報をちょうだいいたしておりまし

て、その１０９ページに状況が掲載され

ております。平成２１年度の不納欠損の

状況は、どういう内容なのかお尋ねいた

します。

　続きまして、水道水の柱でございます

有収水量の問題でありますが、平成２１

年度はかなり低下しています。その主な

原因、以前にもお聞きいたしましたが、

不明水量ということになっておる状況で

ございますが、その実態をお聞きいたし

たいと思います。

　三つ目に、平成２１年度における鉛管

対策事業の実施状況等について、お尋ね

いたしたいと思います。

　続きまして、平成２１年度の量水器検

針業務でございますが、摂津都市開発株

式会社に委託されておられます。調べま

したところ、摂津都市開発株式会社の営

業収入の状況と、２０ページに掲載され

ています資料と若干数字が違います。決

算書は２，０５１万５，０００円となっ

ておりまして、摂津都市開発株式会社の

決算の状況でありますが、２，０１９万

６，０００円となっております。これの

違いを教えていただきたいと思います。

　以上、４点をお願いします。

○山本靖一委員長　東角参事。

○東角水道部参事　平成２１年度の特別

損失の不納欠損でございますが、特別損

失につきましては、近年の経済不況によ

ります企業の倒産、個人の破産や民事再

生などにより増加する傾向になっており

ます。

　水道事業年報の１０９ページに掲載さ

れておりますとおり、平成２１年度の不

納欠損につきましては、上段の三つが水

道料金となっておりまして、水道料金の

件数合計は５１０件、１，１１３万５，

１８６円となっております。それから、

修繕料につきましては７件、３１万５，

４９４円となっております。

　その内訳でございますが、記載されて

おりますとおり、転出後、転出先の不明

については４６６件、６９５万６，５０

６円、会社の倒産等につきましては１９

件、３７３万６，４３５円、本人の死亡

によるものにつきましては２５件、４４

万２，２４５円でございます。修繕料に

つきましては、記載のとおりで７件、３

１万５，４９４円となっております。

　平成２１年度に、平成２０年度と比べ

まして増加いたしました主な理由につき

ましては、会社の倒産等につきましては、

平成２０年、２１年度にそれぞれ大口の

会社倒産がございまして、３００万円以

上の不納欠損が１社ございました。

　それから、平成２０年度と平成２１年

度に増加しております主な原因といたし

ましては、転出後の転出先不明が３７１

名から４６６名と９５名増え、金額でも

１８３万９，７５３円増加したことによ

るものでございます。

○山本靖一委員長　東田課長。

○東田総務課長　４点目の量水器検針業

務の契約金額の件についてでございます。

　金額の差は、摂津都市開発株式会社の

会計年度の違いによるものでございまし

て、摂津都市開発株式会社は５月末で決

算を行っております。したがいまして、

２１年６月から２２年５月までを会計年

度として取られております。２１年６月

から３月分が１，６７０万９，５８３円、

これが平成２１年度の２，０５１万５，
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０００円のうちの６月から３月に相当す

る部分でございます。

　それから、２２年の４月、５月分につ

きましては、２２年度の契約の２，０８

９万円、これのうち３４８万６，６６７

円、この部分が４月、５月分でございま

す。

　その合計は、６月から５月分としまし

て２，０１９万６，２５０円ということ

で、決算として摂津都市開発株式会社は

２，０１９万６，０００円の額を上げて

おられるということでございました。

○山本靖一委員長　原次長。

○原水道部次長　まず、２番目の有収率

の低下ということで、委員のご指摘のよ

うに、２０年度については有収率が９３．

７、平成２１年度については９２．１と

いうことで、１．６ポイント低下してい

るということで、有収率については、水

の運用ということでは大変重要な指標で

あるということは認識しております。

　そういった中で、考えられます要因と

しましては、漏水の中で不明水量があり

ます。平成２０年度については、１７万

トンを不明水量として上げていますけど、

平成２１年度については、３７万トンと

いうことで２０万トン増となっていると

いうこととなっております。

　平成２１年度においては、漏水箇所３

５６件、主に道路漏水なんですけど３５

６件ということで上がっております。こ

れは、道路漏水というのは短期で修繕し

ている箇所数です。二、三日で路面上に

道路漏水があったということで、修繕し

ている箇所については３５６件というこ

とです。

　それで、私どもが考えておりますのは、

長期で修繕している箇所が１３か所と判

断されるわけなんですけど、その主な要

因というのは、長年、道路上に上がらず

に水路に流れているとか、側溝に流れて

いるとか、そういう修繕をした箇所にお

いては、３か月から半年の長期的な漏水

があったということで判断しております。

そういった箇所が平成２１年度には１３

か所出たということで、その原因がある

と考えております。

　今後、昨年からしています漏水調査に

より早期の修繕をしながら、また、漏水

の多い路線については整備計画を繰り上

げながら、漏水量の減量に努めてまいり

たいというふうに考えております。

　それから、３番目の鉛管対策事業であ

りますけど、委員もご存じのように、水

質基準が平成１４年に改正されました。

平成１５年から施行された中で、鉛濃度

が０．０５から０．０１に厳しくなった

ということで、摂津市においても鉛管を

昭和６１年まで使用していましたので、

調査をしたところ、１万３，２００足ら

ずの鉛管が使用されていることが判明し

た中で、平成１６年より当初１０年計画

で鉛管対策事業をしたところであります

けど、平成２１年度につきましては、４

７７件の鉛管工事をしております。

　また、平成２１年末まで、全体として

４，７２３件の鉛管を解消しております。

進捗率は３５．６％ということでありま

す。残が８，５３７件であります。

　２２年度においても、鉛管対策事業予

算を１，０００万円ほど増額しながら、

今後も残りの目標に向けて解消している

ところであります。

　また、老朽管の布設替えに伴っても、

鉛管解消とあわせながらやっていきたい

というふうに考えております。また、当

面は財政状況等も見ながら、鉛管対策を

実施してまいりたいというふうに考えて

おります。

○山本靖一委員長　原田委員。
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○原田平委員　不納欠損につきましては、

公共下水道事業特別会計でも取り上げて、

かなりの金額があるということで、解消

に努力をして下さいということで質問い

たしました。

　この数値を見ますと、平成１７年度で

２９８件、平成１８年度で５４０件、こ

れが一番多かったです。平成１９年度が

５０４件、平成２０年度が４２４件とい

うことです。平成２１年度は５１７件で

すので、平成２０年度と比べまして９３

件、金額では１７３万９，０５５円増加

ということで、先ほど原因をご説明いた

だきましたが、大口の会社倒産で３００

万円というような額があったというよう

なこともありますが、そういう状況では

増えていく状況をとめなければならない、

あるいは、減らしていかなければならな

い、こういう努力をしていただかなけれ

ばならないと思います。

　それで、今後はどのような状況で不納

欠損を増やさない努力をされていくのか、

お尋ねいたしたいと思います。

　それから、有収率の問題でありますが、

漏水調査をやっていっているということ

でありますけれども、道路の中で発見が

できないというような状況もあるようで

ございますので、やはり調査業務を進め

られて、早期に不明水の発見をしていく

ということが必要だろうと思います。

　そういう意味で、大きな事故にならな

ければいいですけれども、道路陥没等が

起こりかねないわけでありますから、そ

ういったところで再度、取り組みの状況

をお聞かせいただきたいと思います。

　鉛管対策につきましては、なお一層、

平成２２年度も増額をされて取り組んで

いくということであります。さらに頑張っ

ていただきたいというふうに思います。

　検針業務の委託でございますが、今年

はそういうことでご説明をいただきまし

たので、摂津都市開発株式会社の決算と

金額が違うのはよくわかりましたが、資

料でございますので、できましたら契約

金額と執行金額を掲載していただいて、

それを見れば、契約金額はこうだけれど

も、実際に平成２１年度で払ったのはこ

れだけだという数字を、次年度で結構で

ございますので掲載していただけるよう

にお願いしておきたいと思います。

○山本靖一委員長　原次長。

○原水道部次長　漏水調査の件ですけど、

昨年から新しく漏水調査をさせていただ

きました。

　昨年は２８．５キロメートルというこ

とで、これは１０日間ほどかけて、夜間

において騒音が少ないときに調査してお

ります。その中で発見されたのが、先ほ

ども説明しました以外に、本管を中心に

やっておりますが、本管以外の枝のほう

で５か所発見されました。それも、先ほ

ど言っていました長期の漏水だったろう

というふうに認識しております。

　本年２２年度においても、３１キロメー

トルを計画しております。そういった中

で、さらに漏水箇所が修繕されていくの

かなというふうに考えております。

　それ以降については、区画割りをしな

がら、各家庭に引き込んでいる給水管を

調査していきたいというふうに考えてお

ります。今後一層、漏水防止に向けて頑

張っていきたいというふうに考えており

ます。よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　東角参事。

○東角水道部参事　不納欠損につきまし

て、営業課の未納額を増やさないという

ことでの取り組みについてでございます

が、これまでも申し上げておりますとお

り、内容といたしましては、日常の訪問

徴収、督促、催告、その後に未納のお知
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らせ、給水停止の予告、最終的には給水

停止というような段階を踏んでおります。

コンタクトを取れた時点におきましては、

分割誓約の状況により、繰り返し、繰り

返し未納額のお支払いをいただくという

ことを実施しております。

　金額をまず増やさないということの努

力でございますが、委員のご指摘のとお

り、金額的にはこの３年間で上がってき

ております。内容的に大口の件がござい

ましたというのもございますが、給水停

止につきましては、平成２０年度では年

間５回でございましたが、平成２１年度

につきましては７回に増やしております。

　また、今年度につきましては、現在、

職員一丸となって未納額の徴収というと

ころに取り組んでおりまして、現在、８

月の終わりから１０月の２６日までで８

回の実施をさせていただいております。

　こういうような経済情勢でございます

ので、なかなか即効果につながるという

ような状況でないかもしれませんが、職

員一丸となって可能な限り努力してまい

りたいと考えております。

○山本靖一委員長　東田課長。

○東田総務課長　量水器検針業務等の契

約金額についてでございますが、決算書

の様式もございまして、どのようにする

か検討させていただきたいと思います。

○山本靖一委員長　ほかに質疑はありま

せんか。

　木村委員。

○木村勝彦委員　決算審査意見書の５ペー

ジ、ここで営業成績の営業収支が３億８，

８３９万７，０００円、経常収支が２億

７，７６３万４，０００円の利益、どち

らもプラスになっておるのにかかわらず、

やはり純利益が特別損失を引いて前年対

比で８，６８２万２，０００円減という

ことになっておるんですけれども、この

一連の流れの中で水道部として、どのよ

うに分析をされておるのか。

　この表を見て、比較をしているんです

けど、その辺のことについて水道部とし

てどう認識されているのかお聞きしたい

と思います。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午前１０時３６分　休憩）

（午前１０時３８分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　中岡部長。

○中岡水道部長　決算書の６ページに平

成２１年度の水道事業会計損益計算書を

掲載しております。

　その中で、営業収益の合計が２１億９，

４１４万３，７５７円、営業費用が１８

億８，５７４万６，６１２円、これの収

支の差し引きが３億８３９万７，１４５

円となっております。

　営業外収益もそれぞれ同じような形で

差し引きした部分がありまして、営業収

益と営業外収益、トータルの収支の差し

引きが経常利益として２億７，７６３万

３，６７２円、そこから特別損失を差し

引きしまして、純利益が２億６，６１８

万２，９９２円となっております。

　経常収支で利益は計上しておりますが、

収支の中では収益につきましても、費用

につきましても、前年度と比べたらマイ

ナスになっております。ただ、マイナス

になっておる中で、営業収益の給水収益

が前年度よりも９，５００万円というこ

とでかなり減少しておりますので、その

関係でトータルいたしますと、損益計算

書の純利益で言いますと、２億６，６０

０万円と前年度に比べて８，０００数百

万、利益が落ちているということでござ

います。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　そうしましたら、２４．
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６％の落ち込みの大きな原因が、やはり

水道の使用量が大きく減ったということ

が圧迫しているということですね。わか

りました。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午前１０時４１分　休憩）

（午前１０時４３分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　討論なしと認め、採

決をいたします。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　認定第２号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　認定第６号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　これで、本委員会を閉会いたします。

（午前１０時４４分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長山　本　靖　一

　建設常任委員　藤　浦　雅　彦
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